
あなたの実家は、地震が起きても大丈夫？？

全国で発生している大地震。
私たちが住むまちにも、地震による
住宅被害が予測されています。
あなたの実家は、大きな地震に耐え
ることができますか？
実家で暮らすご両親を地震による住
宅の倒壊から救えるのは、あなたし
かいません！
鳥取県では、国・市町村と連携し、
住宅の耐震化への費用の一部を助成
しています。
実家の耐震改修についてご両親と考
えてみませんか？？

このチラシに関するお問い合わせは、鳥取県住まいまちづくり課まで
TEL：０８５７‐２６‐７３９１（受付時間 午前８時３０分～午後５時 祝休日を除く月～金曜日）

URL：http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47491

対象住宅：平成１２年５月３１日以前に建築された一戸建て住宅
申込み先：住宅のある市町村（裏面を参照してください）
申 請 者：対象住宅の所有者

耐震診断
地震に対する住宅の強
さを診断します。

耐震設計
地震に耐える住宅にす
る設計をします。

耐震改修
地震に耐える住宅にす
るための工事をします。

費用の2/3以内で

74,160円（上限）

費用の2/3以内で

16万円（上限）

今なら費用の2/3以内で
(平成３０年度末まで)
100万円（上限）

※市町村によっては、無料で診断ができる補助や設計・改修についても更なる上乗せ助成を行っています。

詳しくお知りになりたい方は、県ホームページ「耐震診断耐震改修ノススメ」もご参照ください。
URL:http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/260755/1taishinshindannosusume.pdf

住まいの耐震化を支援します

○鳥取県震災に強いまちづくり促進事業の助成制度



市町村
連絡先 耐震診断 補強設計 耐震改修 その他耐震対策

電話 ファクシミリ 戸建住宅 建築物等 戸建住宅 建築物等 戸建住宅 建築物等 屋根瓦 耐震
ｼｪﾙﾀｰ

非構造
部材

鳥取市都市整備部建築指導課 0857-20-3282 0857-20-3059 ● ● ● 共同住宅のみ ● 共同住宅のみ

米子市建設部建築指導課 0859-23-5236 0859-23-5394 ● ● ● ●

倉吉市建設部建築住宅課 0858-22-8175 0858-22-8140 ● ● ● ● ● ● ● ●

境港市建設部建築営繕課 0859-47-1062 0859-47-1086 ● ● ● ● ● ●

岩美町総務課 0857-73-1411 0857-73-1569 ● ● ● ● ●

若桜町総務課 0858-82-2211 0858-82-0134 ● ● ●

智頭町地域整備課 0858-75-4113 0858-75-4124 ● ● ●

八頭町総務課防災室 0858-76-0203 0858-73-0147 ● ● ●

三朝町建設水道課 0858-43-3502 0858-43-0647 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

湯梨浜町建設水道課 0858-35-5314 0858-35-3697 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

琴浦町建設課 0858-55-7805 0858-55-7558 ● ● ● ●

北栄町地域整備課 0858-36-5568 0858-36-4595 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

日吉津村総務課 0859-27-5950 0859-27-0903 ● ● ● ● ● ●

大山町総務課 0859-54-5201 0859-54-2702 ● ● ● ● ● ●

南部町総務課 0859-66-3112 0859-66-4806 ● ● ● ● ● ●

伯耆町総務課 0859-68-3111 0859-68-3866 ● ● 公民館のみ ●

日南町住民課 0859-82-1112 0859-82-1478

日野町産業振興課 0859-72-2101 0859-72-2101

江府町奥大山まちづくり推進課 0859-75-3222 0859-75-3455 ● ● ●

各市町村の担当窓口と連絡先、補助制度の創設状況（H２９年８月時点）

県の問い合わせ先

課 名 電 話 ファクシミリ

鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 0857-26-7391 0857-26-8113

鳥取県東部生活環境事務所建築住宅課 0857-20-3648 0857-20-2103

鳥取県中部総合事務所生活環境局建築住宅課 0858-23-3235 0858-23-3266

鳥取県西部総合事務所生活環境局建築住宅課 0859-31-9753 0859-31-9333


